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正誤表 

頁 行 誤 正 

90 10 1．令第 10 条の 2 第 1 号又は第 4

号の事項が変更された場合：変更

事実が発生した日から 30 日以内 

1．令第 10 条の 2 第 1 号又は第

4 号から 6 号の事項が変更された

場合：変更事実が発生した日から

1 ヵ月以内 

90 13 30 日以内 1 ヵ月以内 

 

 


